
 

 

 

 

令和５年度「ふるさとの匠」認定証交付式について 

 

 石川県では、スローツーリズムにおいて魅力的な体験を提供し、伝承する指導者と

して、わら細工やいしりづくりなど農林水産業や農山漁村の暮らしの中で培われた優

れた技能を有する者を、「ふるさとの匠」として認定しています。 

 この度、令和５年度「ふるさとの匠」認定者に対し、下記のとおり認定証交付式を

開催しますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 日 時 

令和５年１０月２１日（土）１０：４５～１１：１５ 

 

２ 場 所 

  石川県産業展示館４号館 表彰式式典会場 

  ※第４４回石川の農林漁業まつり内で実施 

 

３ 被認定者氏名等 

  江口
え ぐ ち

 誠一
せいいち

 氏（河合谷「禁酒の学校」を語り継ぐ会 代表） 

         （技能の内容：「禁酒の学校」の伝承） 

 

４ 内 容 

 ・認定証の交付 

 ・主催者挨拶 

   県農林水産部長 竹沢 淳一 

 ・認定者挨拶 

 ・記念撮影 
 

 

【参考】 

 「ふるさとの匠」の概要 

  ①開始年度：平成１３年度 

  ②認定者数：２４４名（Ｒ５年度新規認定者を含む） 

  ③主な活動：県主催のイベント等における体験教室の開催等 

令和５年１０月２０日 
農林水産部里山振興室 

中村 
TEL：076-225-1608 内線：4608 


